
 
 
 
 
 
滝川市では、中小企業及び個人事業者の経営の安定や事業発展を促進するため、それぞれの目的に応じた各種
融資制度をご用意しています。いずれの融資においても、申込前に取扱金融機関等との事前打ち合わせが必要と
なることから、まずは市内金融機関若しくは滝川商工会議所、江部乙商工会、北海道信用保証協会（滝川支店）
へご相談ください。 

※その他詳細は別紙「滝川市制度融資のご案内」をご確認下さい。 
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 滝川市制度融資一覧
 融資名 中小企業特別融資資金 産業創造パワーアップ資金 産業立地資金
 

目的
中小企業の経済安定・合理

化・設備の近代化

起業、事業規模の拡大、事業
の多角化、業種転換・新技
術・新商品等の開発・活用

工場等の新設

 
貸付対象

一般的な中小企業・個人事業主 
※詳細は別紙「滝川市制度融資のご案内」をご確認下さい。

 資金用途 運転資金 設備資金 事業資金 設備投資資金
 

融資額
1,000 万円 

以内
3,000 万円 

以内
2,000 万円以内 １億円以内

 融資期間 ７年以内 10 年以内 10 年以内 15 年以内
 

融資利率

１年以内：長期プライム 
レートと同率 

 
１ 年 超：長期プライム 

レート＋0.2％ 
 

７ 年 超：長期プライム 
レート＋0.3％

固定：長期プライムレート 
と同率 

 
変動：長期プライムレート 

－0.2％

固定：長期プライムレート 
＋0.1％ 

 
変動：長期プライムレート 

－0.1％

 担保 必要に応じて要
 

保証人
【個人】不要あああああ 
【法人】必要に応じて要

必要に応じて要

 
信用保証

北海道信用保証協会の 
保証付き

北海道信用保証協会による保証付きとすることができる

 

備考
融資完済後、事業者が負担し
た信用保証料の２分の１の額
を補給

融資実行から３年間の支払利
子額を補給

信用保証料及び支払利子額の
補給無し

令和８年４月１日改正 

滝川市制度融資について

お問い合わせ先


